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こ
の
手
当
は
、
父
母
の
離
婚
な

ど
で
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
な
い
児
童
を
養
育
さ
れ

て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の

安
定
と
自
立
を
助
け
、
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

人
は
、

 

・
児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
親

 

・
児
童
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ   

　

と
生
計
を
同
じ
く
す
る
父
親

 

・
父
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育

　

し
て
い
る
人

で
、
監
護
ま
た
は
養
育
す
る
児
童

が
次
の
支
給
要
件
①
～
⑨
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

支
給
要
件

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
ま
た

　

は
母
と
一
緒
に
生
活
を
し
て
い

　

な
い
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
︵
国
民
年

　

金
の
障
害
等
級
１
級
程
度
︶
の

　

障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

　

で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

　

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

　

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

　

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

　

い
る
児
童

⑧
未
婚
の
母
の
児
童

⑨
そ
の
他
、
生
ま
れ
た
と
き
の
事

　

情
が
不
明
で
あ
る
児
童

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
る
た
め

に
は
子
育
て
支
援
課
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課　

　

☎
４
４
３
│
１
６
９
３

児
童
扶
養
手
当
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　

こ
の
制
度
は
、
次
の
助
成
要
件

に
該
当
す
る
方
で
、
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
父
ま

た
は
母
、
も
し
く
は
、
父
母
に
か

わ
っ
て
児
童
の
扶
養
を
し
て
い
る

方
に
対
し
て
医
療
費
な
ど
の
一
部

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
児
童
や
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
が
、
医
療
機
関
を

受
診
し
た
際
な
ど
に
負
担
す
る
医

療
費
、
調
剤
費
お
よ
び
診
療
・
調

剤
報
酬
証
明
手
数
料
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

助
成
要
件

 

・
離
婚
し
た
、
ま
た
は
配
偶
者
と 

　

死
別
し
た
方
で
、
現
在
も
婚
姻

　

を
し
て
い
な
い
方

 
・
配
偶
者
の
生
死
が
引
き
続
き
１

　

年
以
上
明
ら
か
で
な
い
方

 
・
配
偶
者
か
ら
引
き
続
き
１
年
以

　

上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
方

 

・
配
偶
者
が
重
度
︵
国
民
年
金
の

　

障
害
等
級
１
級
程
度
︶
の
障
害

　

の
状
態
に
あ
る
方

 

・
配
偶
者
が
法
令
に
よ
り
、
引
き

　

続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

　

る
方

 

・
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
ま
た
は

　

母
に
な
っ
た
方
で
、
現
在
も
婚

　

姻
さ
れ
て
い
な
い
方

 

・
Ｄ
Ｖ
防
止
法
に
よ
る
保
護
命
令

　

を
受
け
て
い
る
方

※
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
者

の
方
や
国
な
ど
の
施
策
に
よ
り
医

療
費
な
ど
の
助
成
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
方
は
、
助
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

※
所
得
に
よ
る
助
成
制
限
が
あ
り

ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課　

　

☎
４
４
３
│
１
６
９
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
制
度
と
は

　

児
童
扶
養
手
当
や
特
別
児
童
扶

養
手
当
な
ど
福
祉
に
関
す
る
各
種

手
当
は
、
物
価
の
変
動
に
応
じ
て

額
を
改
定
す
る
物
価
ス
ラ
イ
ド
制

が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

前
年
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数

が
対
前
年
比
０
・５
％
上
昇
し
、
そ

の
結
果
、
平
成
30
年
４
月
分
以

降
の
児
童
扶
養
手
当
な
ど
が
０
・

５
％
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　

各
種
手
当
額
の
改
定
は
次
の
と

お
り
で
す
。︵　

︶
内
は
前
年
度

支
給
額
と
の
差
額
で
す
。

児
童
扶
養
手
当
（
月
額
）

 

〈
本
体
額
〉

全
部
支
給

　

４
２
５
０
０
円 ︵
＋
２
１
０
円
︶

一
部
支
給

　

４
２
４
９
０
円 ︵
＋
２
１
０
円
︶

　

～
１
０
０
３
０
円 ︵
＋
50
円
︶

 

〈
第
２
子
加
算
額
〉

全
部
支
給

　

１
０
０
４
０
円  

︵
＋
50
円
︶

一
部
支
給

　

１
０
０
３
０
円  

︵
＋
50
円
︶　

　

～
５
０
２
０
円   

︵
＋
20
円
︶

 

〈
第
３
子
以
降
加
算
額
〉

全
部
支
給

　

６
０
２
０
円  

︵
＋
30
円
︶

一
部
支
給

　

６
０
１
０
円 

︵
＋
30
円
︶

　

～
３
０
１
０
円  

︵
＋
10
円
︶

※
一
部
支
給
額
は
所
得
に
応
じ
て

決
定
さ
れ
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
│
１
６
９
３

特
別
児
童
扶
養
手
当
な
ど
（
月
額
）

特
別
児
童
扶
養
手
当
（
１
級
）

　

５
１
７
０
０
円
︵
＋
２
５
０
円
︶

特
別
児
童
扶
養
手
当
（
２
級
）

　

３
４
４
３
０
円
︵
＋
１
６
０
円
︶

特
別
障
害
者
手
当

　

２
６
９
４
０
円
︵
＋
１
３
０
円
︶

障
害
児
福
祉
手
当

　

１
４
６
５
０
円
︵
＋
70
円
︶

福
祉
手
当
（
経
過
措
置
分
）

　

１
４
６
５
０
円 

︵
＋
70
円
︶

問
障
が
い
福
祉
課　

　

☎
４
４
３
│
１
６
４
９

４
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
額
が
改
定
さ
れ
ま
す

時
５
月
30
日
㈬

場
新
千
葉
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部

　

 

︵
つ
く
も
コ
ー
ス
︶

対
中
学
生
以
上
の
市
内
在
住
・
在

　

勤
・
在
学
者

※
プ
ロ
資
格
を
有
す
る
方
は
参
加

で
き
ま
せ
ん
。

※
中
学
・
高
校
生
は
学
校
長
の
許

可
書
と
中
学
生
は
保
護
者
の
同
意

書
も
必
要
で
す
。

定
１
８
０
人
︵
申
込
順
︶

費
３
０
０
０
円

　

中
学
・
高
校
生　

１
０
０
０
円

※
プ
レ
ー
代
・
昼
食
代
な
ど
は
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。

申
費
用
を
添
え
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振

　

興
課
に
申
し
込
み
。

申
込
期
間

　

４
月
１
日
㈰
～
22
日
㈰

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

☎
４
４
３
│
１
４
６
５

第
35
回
八
街
市
民
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催

時
５
月
27
日
㈰

場
宝
篋
山
︵
ほ
う
き
ょ
う
さ
ん
︶

　

 

︵
茨
城
県
つ
く
ば
市
︶

内
一
般
登
山
道
を
歩
く
登
山
初
心 

　

者
コ
ー
ス

対
中
学
生
以
上
の
市
内
在
住
・
在

　

勤
者
で
健
康
で
体
力
に
自
信
の

　

あ
る
方

※
中
学
生
は
保
護
者
同
伴
で
す
。

定
62
人
︵
申
込
順
︶

費
１
人
３
８
０
０
円

申
費
用
を
添
え
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振

　

興
課
に
申
し
込
み
。

※
１
人
で
２
人
分
ま
で
申
し
込
み

で
き
ま
す
。

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了
で
す
。

申
込
期
間

　

４
月
14
日
㈯
～
５
月
13
日
㈰

※
バ
ス
の
座
席
は
、
申
し
込
み
受

け
付
け
す
る
際
に
指
定
し
ま
す
。

※
参
加
申
込
数
に
よ
り
、
定
員
の

変
更
や
中
止
を
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
当
日
は
、
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
集

合
・
出
発
・
解
散
と
な
り
ま
す
。

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

☎
４
４
３

　
　

│
１
４
６
５

第
49
回
春
の
市
民
ハ
イ
キ
ン
グ
参
加
者
を
募
集

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
・
ス
ポ
ー
ツ

プ
ラ
ザ
は
外
灯
工
事
に
伴
う
停
電

の
た
め
臨
時
休
場
と
な
り
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
ま
し
ま
す

が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

臨
時
休
場
日

　

４
月
17
日
㈫

※
全
場
停
電
の
た
め
、
電
話
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
と
も
に
繋
が
ら
な
く
な
り
ま

す
。

問
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

　

☎
４
４
３
│
８
０
０
３

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
時
休
場
し
ま
す

　

☎
４
４
３
│
８
０
０
３

　

☎
４
４
３
│
８
０
０
３

　

☎
４
４
３
│
８
０
０
３

　

☎
４
４
３
│
８
０
０
３

問

問

時場対定費

申問

時場内対定費申

問

問問問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
│
０
８
１
５
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